
第１回川島町子ども・子育て会議 

第２期川島町子ども・子育て支援事業
計画について 

川島町子育て支援課 

令和元年６月１８日 



議題 （１） 

子ども・子育て会議について 



川島町子ども・子育て会議条例 
平成２５年１０月１日条例第３３号 

  （設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第７７条第１項 
 の規定に基づき、川島町子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を置く。 
 （所掌事務） 
第２条 子ども・子育て会議は、法第７７条第１項各号に掲げる事務（同項第４号に掲げる事務に 
 あっては、法律又は他の条例に基づき町が設置する他の審議会等において調査審議する事務を除 
 く。）を処理するものとする。 
２ 子ども・子育て会議は、前項に規定する事務及び施策に関し、必要に応じ町長又は教育委員会 
 に建議することができる。 
 （組織） 
第３条 子ども・子育て会議は、委員１５人以内で組織する。 
 （委員） 
第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 
（１）学識経験のある者 
（２）関係団体の推薦を受けた者 
（３）法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 
（４）子どもの保護者 
（５）公募による町民 
（６）その他町長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただ
し、再任を妨げない。 



（会長及び副会長） 
第５条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によってこれを 
 定める。 
２ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を 
 代理する。 
 （会議） 
第６条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 
２ 子ども・子育て会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことがで 
 きない。 
３ 子ども・子育て会議の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の 
 ときは、議長の決するところによる。 
 （事務） 
第７条 子ども・子育て会議の事務は、子育て支援課において処理する。 
 （委任） 
第８条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営その他必要な事項は、会 
 長が子ども・子育て会議に諮って定める。 

 

川島町子ども・子育て会議条例 



子ども・子育て支援法（抜粋） 

 

子ども・子育て会議とは 

第７７条 

 市町村は、条例に定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、
審議会その他の合議制の機関を置くように努めるものとする。 

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第３１条第２項に規定
する事項を処理すること。 

【内容】 

 市町村長は、設置者の申請により教育・保育施設（認定こども園、幼稚園、
保育所）の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、第７７条第１項の
審議会を設置している場合には、その意見を聴かなければならない。 



子ども・子育て支援法（抜粋） 

 

子ども・子育て会議とは 

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第４３条第３項に規定
する事項を処理すること。 

【内容】 

 市町村長は、事業者の申請により地域型保育事業所（事業所内保育、小
規模保育等）の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、第７７条第１
項の審議会を設置している場合には、その意見を聴かなければならない。 

三 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第６１条第７
項に規定する事項を処理すること。 

【内容】 

 市町村長は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しよ
うとするときは、あらかじめ第７７条第１項の審議会を設置している場合に
は、その意見を聴かなければならない。 



子ども・子育て支援法（抜粋） 

 

子ども・子育て会議とは 

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ
計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議す
ること。 
 

２ 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっ
ては、地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければなら
ない。 

３ 前２項に定めるもののほか、第１項の合議制の機関の組織及び運営
に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。 

（第４項及び第５項省略） 



議題（２） 

第２期川島町子ども・子育て支援
事業計画策定について 



 策定の背景 

 川島町の子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育
て支援法に基づく、教育・保育及び地域の子ども・子育
て支援事業の提供体制の確保と関係業務の円滑な実
施に関するものであり、平成２７年度から令和元年度まで
を計画期間としている現計画の期間が終了となることか
ら、これまでの実績を分析しながら、第２期計画（令和２
年度～令和６年度）を策定する。 

第２期川島町子ども・子育て支援事業
計画について 



 策定の目的 

 これまで以上に安心して子どもを生み育てられる環境を整備
していくためには 

第２期川島町子ども・子育て支援事業
計画について 

・質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供 

・地域における子育て支援の充実 

・保育の量的拡大・確保、教育、保育の質的改善 



第２期川島町子ども・子育て支援事業
計画について 

第２期川島町子ども・子育て支援事業計画策定 

幼児期の学校教育や保育、子育て支援などに関するニーズを把握し適切
なサービスの確保を行うことを目的 



第２期川島町子ども・子育て支援事業
計画について 

○計画の位置づけ  

第５次川島町総合振興計画 

第２期川島町子ども・子育て支援事業計
画（R２年度～R６年度） 

〈関連する計画〉 
□川島町地域福祉計画  
  ・地域福祉活動計画 

○国の基本指針 
○埼玉県子ども・子育て        
 応援行動計画 

連携 
連携 

整合 



第２期川島町子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール
（案） 

川島町子ども子育て工程表（案） 更新：2019年6月
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回
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入力
集計・分析・報告書の作成

パブリックコメント
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印刷・製本
概要版案の作成

電子データの整備

パブリックコメント用計画案の作成
素案の作成

計画最終案の作成

計画書表紙案の作成

骨子案の作成

川島町子ども・子育て会議（５回）

事業量の見込み算出等

計画書の作成

印刷・封入・封緘
調査票・封筒の作成
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議題（３） 

第２期川島町子ども・子育て支援
事業計画策定に係るアンケート

調査の実施について 



 調査の目的 

 子ども・子育て支援事業計画の策定に必要なデータの把握及び住
民の教育・保育等に関する利用意向等のニーズ状況の把握を行う。 

アンケート調査の概要について 

• 調査対象者 

 川島町内に居住する０歳から小学５年生までのお子
さんを持つ保護者 
・就学前児童用調査票（０～５歳） 
・就学児童用調査票（小学１～５年生） 
 



アンケート調査の概要について 

○調査票について 

・調査票については、就学前児童用、就学児童用の２種類を作成 

・世帯に該当児童が複数いる場合は、「就学前」と「就学」で 
 調査票が複数枚配布しないようにする。 

（例） 

☆就学前児童が２人、就学児童が２人の４人兄弟姉妹の場合 

・就学前児童用調査票  １枚配布 

・就学児童用調査票    １枚配布 

○調査票の配布方法 

町内に通園、通学している、保育園児、幼稚園児、小学生
は、園・学校を通じて配布する。それ以外は郵送により配布
する。 

合計２枚 



アンケート調査の概要について 

○調査票の回収方法 

町内に通園、通学している、保育園児、幼稚園児、小学生
は、園・学校を通じて回収する。それ以外は、返信用封筒
を同封し郵送により回収する。 

○調査内容 

無記名によるアンケート式 

○調査項目 

別紙、調査項目一覧参照 

○調査期間 

・発送       令和元年７月上旬 
・調査票締切  発送から約２週間 



アンケート調査の概要について 

【就学前児童】 【就学児童】 

①属性 
②子育て環境 
③保護者の就労状況 
④教育・保育事業の利用状況 
⑤地域子育て支援事業の利用状況 
⑥土曜・休日利用希望 
⑦病児・病後児の利用希望 
⑧一時預かりの利用希望 
⑨小学校就学後の放課後の過ごし方 
⑩職場の両立支援制度 
⑪子育て支援サービスの認知度 
⑫子育て全般 
⑬かわみんハウスについて 
 

①属性 
②子育て環境 
③家事・育児の満足度 
④地域医療 
⑤地域社会への参加度 
⑥保護者の就労状況 
⑦放課後児童クラブの利用状況 
⑧病児・病後児の利用希望 
⑨一時預かりの利用希望 
⑩宿泊を伴う一時預かりの利用希望 
⑪ベビーシッターの利用希望 
⑫ファミリーサポートの利用希望 
⑬子育て支援サービスの認知度 
⑭子育て全般 
⑮かわみんハウスについて 

○調査項目（カテゴリーについて) 



アンケート調査の概要について 

○前回アンケート調査の結果（平成２５年度） 

種別 対象施設 配布数 回収数 回収率 

就
学
前
児
童 

さくら保育園 ７５件  
 

２１４件 

２７件  
 

５８件 
 

 
 

９．１％ けやき保育園 ７４件 １８件 

川島幼稚園 ６５件 １３件 
 

郵送 ４１９件 ２４２件 ３８．２％ 

計 ６３３件 ３００件 ４７．４％ 

（回収率は総配付数に対する割合） 



アンケート調査の概要について 

○前回アンケート調査の結果（平成２５年度） 

種別 対象施設 配付数 回収数 回収率 

就
学
後
児
童 

中山小学校 １５４件  
 
 
 
 

４４８件 

２８件  
 
 
 
 

７７件 
 

 
 
 
 
 

１７％ 
 

伊草小学校 １５６件 ２４件 

三保谷小学校 ３４件 ７件 

出丸小学校 ２９件 ４件 

八ツ保小学校 ３７件 １０件 

小見野小学校 ３９件 ３件 

郵送 ４件 １７１件 ３７．８％ 

計 ４５２件 ２４８件 ５４．９％ 

配付数 回収数 回収率 

合計 １，０８５件 ５４８件 ５０．５％ 

（回収率は総配付数に対する割合） 



お疲れ様でした。 



☆子育て支援課 E-mail 

kosodate@town.kawajima.
saitama.jp 


